
令和７年度 事業評価対象事業について

令和７年１２月２３日（火）

資料４



②近畿自動車道名古屋神戸線
大津J〜城陽︓約25.1km
前回︓R6事業再評価

①近畿自動車道名古屋神戸線
亀山西J〜大津J(6車線化)︓約41.0km
前回︓R6事業再評価

⑤一般国道2号
神戸西バイパス︓約12.5km
前回︓R6事業再評価

（R7.12.15_近畿地整審議(合同)）

⑦一般国道43号
大和北道路︓約6.3km
前回︓R4事業再評価

（R7.12.15_近畿地整審議(合同)）

事業評価対象事業 位置図

審議案件

報告案件

凡例

④近畿自動車道敦賀線
福知山〜舞鶴西︓約22.8km
前回︓H30事業再評価

（R2年度開通）

③近畿自動車道名古屋神戸線
城陽〜高槻Ｊ︓約14.2km
前回︓R3事業再評価

⑥一般国道43号
大和北道路（奈良北〜奈良）︓約6.1km
前回︓R4事業再評価

（R7.12.15_近畿地整審議(合同)）
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備考
費用対効果

分析※2

資料
作成※2

審議
区分※2実施要領基準※1

前回
評価
年度

事業
許可
年度

事業名NO 

H31 事業許可（6車線化）実施作成重点
第３－１－（５）

社会情勢等の変化
Ｒ６H３０

近畿自動車道 名古屋神戸線
亀山西JCT～大津JCT（６車線化事業）

※中日本高速道路株式会社との合同審議
①

H24.4 事業許可（4車線整備）
R2.3 事業許可（6車線化）実施作成重点

第３－１－（５）
社会情勢等の変化

Ｒ６Ｈ２４
近畿自動車道 名古屋神戸線

大津JCT～城陽
②

H18.3 事業許可（城陽～八幡/4車線整備）
H24.4 事業許可（八幡～高槻/4車線整備）
H29.4 開通（城陽～八幡/4車線）
R2.3 事業許可（八幡～高槻/6車線化）

実施作成重点
第３－１－（５）

社会情勢等の変化
Ｒ３H２４

近畿自動車道 名古屋神戸線
城陽～高槻JCT③

■「事業再評価」

※1：国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（令和7年9月18日 国土交通省）
※2：令和3年度 西日本高速道路株式会社 事業評価監視委員会 資料7（委員会での指摘を踏まえた修正版）における「再評価の重点化・効率化に係る確認フロー」及び

「確認後ケース別の審議区分・資料等の作成方法」より（令和7年9月18日）

事業採択後一定期間（直轄事業等は3年間、補助事業等は5年間）が経過した時点で未着工の事業、事業採択後長期間（5年間）が経過した時点で継続中の事業等について再評価を
行い、必要に応じて見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を中止するもの。※平成10年度から導入。

■「事後評価」
事業完了後に、事業の効果、環境への影響等の確認を行い、必要に応じて適切な改善措置、同種事業の計画・調査のあり方等を検討するもの。※平成15年度から導入。

◆審議案件

事業評価対象事業 一覧

備考実施要領基準※3完了年度事業名NO

H15.3 綾部～綾部PA 供用
H30.11 綾部PA～舞鶴西 供用
R3.3 福知山～綾部 供用

第３－１－（１）
事業完了後5年以内

Ｒ２
近畿自動車道 敦賀線

福知山～舞鶴西
④

（対象事業）

（対象事業）

※3：国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領（令和7年9月18日 国土交通省）
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◆報告案件

備考実施要領基準※1

前回
評価
年度

事業
許可
年度

事業主体事業名NO 

令和7年12月15日 開催
※近畿地方整備局事業評価監視委員会での

合同審議

第３－１－（５）
社会情勢等の変化

Ｒ６S６３
近畿地方整備局
西日本高速道路（株）

一般国道2号 神戸西バイパス⑤

令和7年12月15日 開催
※近畿地方整備局事業評価監視委員会での

合同審議

第３－１－（５）
社会情勢等の変化

Ｒ４H３０
近畿地方整備局
西日本高速道路（株）

京奈和自動車道
一般国道24号 大和北道路（奈良北～奈良）

⑥

令和7年12月15日 開催
※近畿地方整備局事業評価監視委員会での

合同審議

第３－１－（５）
社会情勢等の変化

Ｒ４H３０
近畿地方整備局
西日本高速道路（株）

京奈和自動車道
一般国道24号 大和北道路

⑦

複数の道路事業あるいは道路事業と他の事業が一体となって実施される（予定も含む）事業の再評価又は事後評価対象事業について、他の事業主体の事業評価監視委員会で合同
または委任で審議を行うもの。

■「事業再評価」

※1：国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（令和7年9月18日 国土交通省）

事業評価対象事業 一覧
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【参考】１．国土交通省所管公共事業の再評価実施要領（令和7年9月18日）抜粋
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○事業を巡る社会経済情勢等の変化

　⇒・事業の効果や必要性、周辺環境等に変化がない

　例）地元情勢等の変化がない

○前回評価からの事業費・事業期間の増加

　⇒・事業費の増加

　　 ・事業期間の増加

○前回評価からの費用対効果分析に関する影響要因の変化等

　⇒・費用便益分析マニュアルの変更がない

　　 ・需要量等の変化（需要量等の減少が１０％※１以内）

　　 ・周辺ネットワークで新規事業化がない

　⇒下記の要件のうち、一方もしくは両方を満たしている

　　 ・事業費に比して費用対効果分析に要する費用が大きい

　　　（直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用１％以上）

　　 ・前回評価時の感度分析における下位ケース値が

　　　基準値を上回っている

ケース１ ケース２ ケース３ ケース４

YES

NO

１０％※１超
増加

NO

YESYES

１０％※１以内
増加

増加なし

※１ 感度分析の範囲を参考に記載しているが、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、
その値を使用することができる

【参考】２．今後の審議方法
再評価の重点化・効率化に係る確認フロー

①近畿自動車道名古屋神戸線
（亀山西ＪＣＴ～大津JCT）

②近畿自動車道名古屋神戸線
（大津ＪＣＴ～城陽）

③近畿自動車道名古屋神戸線
（城陽～高槻ＪＣＴ）

令和3年度 西日本高速道路株式会社
事業評価委員会
資料７（委員会での指摘を踏まえた修正版）抜粋
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【参考】３．今後の審議方法
確認後 ケース別の審議区分・資料等の作成方法

令和3年度 西日本高速道路株式会社
事業評価委員会
資料７（委員会での指摘を踏まえた修正版）抜粋
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【参考】4．国土交通省所管公共事業の完了後の事後評価実施要領
（令和7年9月18日）抜粋
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